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登米市は自主財源を確保するため、広報とめに有料広告を掲載しています。
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国
民
年
金
保
険
料
は
、口
座

振
替
で
納
付
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
。口
座
振
替
を
利
用
す
る

と
、金
融
機
関
な
ど
に
行
く
手

間
が
省
け
、納
め
忘
れ
も
な
く

な
り
、と
て
も
便
利
で
す
。ま

た
、当
月
分
の
保
険
料
を
当
月

末
に
振
替
納
付
す
る
こ
と
で
、

月
々
50
円
割
引
さ
れ
る「
早
割

制
度
」や
、現
金
納
付
よ
り
も
割

引
額
が
多
い「
６
カ
月
前
納
」、

「
１
年
前
納
」、「
２
年
前
納
」も

あ
り
、大
変
お
得
で
す
。

　

口
座
振
替
を
希
望
す
る
場
合

は
、納
付
書
か
年
金
手
帳
、通

帳
、金
融
機
関
届
出
印
を
持
参

し
、希
望
の
金
融
機
関
か
年
金

事
務
所
へ
申
し
出
く
だ
さ
い
。

▼
古
川
年
金
事
務
所
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▼
市
民
生
活
部
国
保
年
金
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（
年
金
医
療
係
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策
を
重
点
的
に
実
施
す
べ
き
地
域

（
豊
里
町
、津
山
町
）で
の
広
報
訓

練
や
屋
内
退
避
訓
練
の
他
、市
内

全
域
で
携
帯
電
話
へ
の
緊
急
速
報

メ
ー
ル
配
信
訓
練
を
実
施
し
ま

す
。

１
月
20
日（
土
）午
前
８
時

30
分
〜
午
後
１
時
頃

総
務
部
防
災
危
機

対
策
室（
危
機
対
策
係
）
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市
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者

で
医
療
機
関
な
ど
を
受
診
し
た
人

が
い
る
世
帯
を
対
象
に
、令
和
５

年
１
月
〜
10
月
受
診
分
の「
医
療

費
の
お
知
ら
せ（
医
療
費
通
知
）」

を
、１
月
中
旬
に
送
付
し
ま
す
。

　

医
療
費
通
知
は
、所
得
税
な
ど

の
申
告
に
係
る
医
療
費
控
除
の
手

続
き
の
際
に「
医
療
費
控
除
の
明

細
書
」と
し
て
使
用
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。な
お
、医
療
費
控
除
の

対
象
と
な
る
支
出
で
、医
療
費
通

知
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
も
の

（
11
〜
12
月
受
診
分
な
ど
）は
、領

収
書
な
ど
を
元
に
作
成
し
た「
医

療
費
控
除
の
明
細
書
」の
添
付
が

必
要
で
す
。

市
民
生
活
部
国
保

年
金
課（
保
険
給
付
係
）
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所
得
税
な
ど
の
申
告
で
使
用
す

る
要
介
護
者
の
障
害
者
控
除
と
、

お
む
つ
代
医
療
費
控
除
の
証
明
書

を
発
行
し
ま
す
。

◉

認
定
基
準
日（
令
和
５

年
12
月
31
日
、令
和
５
年
中
に
亡

く
な
っ
た
人
は
死
亡
日
）に
65
歳

以
上
で
、要
介
護
１
〜
５
の
認
定

を
受
け
て
い
る
人

無
料

※
障
害
者
手
帳
の
提
示
で
も
控
除

が
受
け
ら
れ
ま
す
が
、要
介
護
４
、

５
で
特
別
障
害
者
控
除
の
対
象
に

な
る
場
合
は
、等
級
に
よ
り
認
定

書
が
必
要
な
場
合
が
あ
り
ま
す

◉
　

寝
た
き
り
で
お
む
つ
を
使
用
し

て
い
る
場
合
、お
む
つ
代
が
医
療

費
控
除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

お
む
つ
代
の
医
療
費
控

除
適
用
が
２
年
目
以
降
で
、要
介

護
認
定
時
の
主
治
医
意
見
書
に
よ

り
、寝
た
き
り
で
お
む
つ
が
必
要

な
こ
と
を
確
認
で
き
る
人

１
通
３
０
０
円

※
お
む
つ
代
の
医
療
費
控
除
を
初

め
て
申
告
す
る
場
合
は
、医
師
か

ら
の
証
明
が
必
要
で
す

◉

１
月
４
日（
木
）〜
３

月
15
日（
金
）／
午
前
８
時
30
分
〜

午
後
５
時
15
分

※
土
曜
、日
曜
、祝
日
を
除
く

各
総
合
支
所
市
民

課
、福
祉
事
務
所
長
寿
介
護
課

本
人
ま
た
は
そ
の
親
族

対
象
者
の

介
護
保
険
被
保
険
者
証
、申
請
者

の
本
人
確
認
が
で
き
る
も
の（
運

転
免
許
証
、マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー

ド
な
ど
）

福
祉
事
務
所
長
寿

介
護
課（
認
定
審
査
係
）
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結
婚
を
希
望
す
る
独
身
男
女
を

支
援
す
る
た
め
、A
I
を
使
っ
た

マ
ッ
チ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
を
導
入
し

て
い
る「
み
や
マ
リ
！
」が
、出
張

相
談
会
・
登
録
会
を
開
催
し
ま
す
。

１
月
８
日（
月
・
祝
）

迫
公
民
館

「
み
や
マ
リ
！
」公
式

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
、入
会
お
よ

び
事
前
予
約
を
し
て
く
だ
さ
い

1
万
１
千
円（
２

年
間
有
効
・
20
歳
代
は
半
額
）

※
必
要
書
類
な
ど
は
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い

み
や
ぎ
結
婚
支
援

セ
ン
タ
ー
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賦
課
期
日（
１
月
１
日
）現
在
、

事
業
で
使
用
す
る
償
却
資
産
を
所

有
し
て
い
る
個
人
・
事
業
所
は
、

「
令
和
６
年
度
固
定
資
産
税
償
却

資
産
申
告
書
」を
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。

１
月
31
日（
水
）

事
業
で
使

用
す
る
土
地
・
家
屋
以
外
の
資
産

（
構
築
物
、機
械
・
装
置
、運
搬
具
、

工
具
、器
具
・
備
品
、太
陽
光
発
電

設
備
な
ど
）

▼
総
務

部
税
務
課（
固
定
資
産
税
係
）
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▼
各
総
合
支
所
市
民
課

　

農
業
者
年
金
は
、農
業
者
の
老

後
を
豊
か
に
す
る
公
的
な
年
金
制

度
で
す
。国
民
年
金
の
第
１
号
被

保
険
者（
保
険
料
納
付
免
除
者
を

除
く
）で
、年
間
60
日
以
上
農
業
に

従
事
す
る
65
歳
未
満（
60
歳
以
上

は
国
民
年
金
の
任
意
加
入
者
）の

人
で
あ
れ
ば
加
入
で
き
ま
す
。

月
額
２
万
円
〜
６
万
７

千
円
。35
歳
未
満
で
要
件
を
満
た

す
人
は
１
万
円
か
ら
選
択
可
能

※
全
額
、社
会
保
険
料
控
除
の
対

象
に
な
り
ま
す

※
国
民
年
金
の
付
加
年
金（
月
額

４
０
０
円
）の
加
入
義
務
あ
り

終
身
。早
く
亡
く

な
っ
て
も
、80
歳
ま
で
に
受
け
取

れ
る
年
金
を
遺
族
に
支
給
し
ま
す

農
業
委
員
会
事
務

局（
農
政
総
務
係
）
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市
民
活
動
団
体
や
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
組
織
な
ど
の
活
動
を
サ
ポ
ー

ト
す
る「
と
め
市
民
活
動
プ
ラ
ザ
」

が
、４
月
１
日
に
移
転
し
ま
す
。

迫
町
佐
沼
字
西
佐
沼
70

（
現「
迫
に
ぎ
わ
い
セ
ン
タ
ー
」）

※
移
転
後
は
、部
屋
の
貸
出
も
開

始
し
ま
す

※
迫
に
ぎ
わ
い
セ
ン
タ
ー
は
、移

転
に
伴
い
廃
止
。な
お
、移
転
作
業

の
た
め
３
月
18
日（
月
）か
ら
休
館

ま
ち
づ
く
り
推
進

部
市
民
協
働
課（
市
民
活
動
支
援

係
）
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市
は
、女
川
原
子
力
発
電
所
で

事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
備
え
、

原
子
力
防
災
訓
練
を
実
施
し
ま

す
。訓
練
対
象
は
、原
子
力
災
害
対

0220-23-8688下田中53番地8

　

市
公
共
施
設
な
ど
に
、事
業
者

名
や
商
品
名
を
冠
し
た
愛
称
を
命

名
で
き
る「
ネ
ー
ミ
ン
グ
ラ
イ
ツ

パ
ー
ト
ナ
ー
」を
募
集
し
ま
す
。

登
米
市

民
プ
ー
ル
、長
沼
ボ
ー
ト
場
ク
ラ

ブ
ハ
ウ
ス
な
ど２

月
26
日（
月
）

※
提
案
募
集
型
は
随
時
募
集

申
込
書
を
郵
送
ま
た

は
持
参
し
て
く
だ
さ
い

※
詳
し
く
は
、市
公
式
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
確
認
く
だ
さ
い

総
務

部
総
務
課（
財
産
係
）
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